
○東松山市特定教育・保育施設等利用者負担金額に関する規則 

平成２７年４月１日 

規則第３０号 

改正 平成２８年３月３１日規則第３０号 

平成２８年７月５日規則第４１号 

平成２９年３月２３日規則第１０号 

平成２９年７月２６日規則第３３号 

平成３０年６月４日規則第３２号 

平成３０年９月６日規則第４０号 

令和元年９月３０日規則第１１号 

令和２年２月２８日規則第３号 

令和３年３月３１日規則第７３号 

令和５年９月２８日規則第３０号 

令和６年３月２６日規則第１５号 

令和６年５月９日規則第２０号 

東松山市保育園保育料の徴収に関する規則（昭和５４年東松山市規則第１２

号）の全部を次のように改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東松山市保育園設置及び管理条例（昭和５４年東松山市

条例第１３号）第３条の２第１項に規定する利用者負担金及び子ども・子育

て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第２７条第３項

第２号、第２９条第３項第２号及び附則第６条第４項に規定する額（以下「利

用者負担金」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 特定教育・保育施設等 法第２７条第１項に規定する特定教育・保育施

設及び法第２９条第１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。 
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(2) 小学校就学前子ども 法第６条第１項に規定する小学校就学前子ども

をいう。 

(3) 支給認定区分 法第１９条各号に規定する支給要件の区分をいう。 

(4) 保育必要量区分 東松山市保育の必要性の認定基準等を定める条例（平

成２６年東松山市条例第２４号。以下「条例」という。）第４条第１項各

号に規定する保育必要量の区分をいう。 

(5) 年齢 特定教育・保育施設等を利用する日の属する年度の初日の前日に

おける小学校就学前子どもの年齢をいう。 

(6) 保護者 法第６条第２項に規定する保護者をいう。 

(7) 均等割の額 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項

第１号に規定する均等割の額をいう。 

(8) 所得割の額 子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４

４号）第２１条の２の規定により算定された市町村民税所得割合算額をい

う。 

（利用者負担金） 

第３条 子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）第４条第

１項第１号に規定する教育認定子ども及び同項第２号に規定する満３歳以上

保育認定子どもに係る利用者負担金は、無料とする。 

２ 子ども・子育て支援法施行令第４条第２項に規定する満３歳未満保育認定

子どもに係る利用者負担金は、別表のとおりとする。 

３ 別表において、同一世帯に特定教育・保育施設等、学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園、同法第７６条第２項に規定する

特別支援学校幼稚部、子ども・子育て支援法施行令第１条に規定する施設若

しくは児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定する児

童心理治療施設通所部に入所し、又は同法第６条の２の２第２項に規定する

児童発達支援若しくは同条第４項に規定する居宅訪問型児童発達支援を利用

している児童が２人以上いる場合の利用者負担金は、当該児童のうち、小学

校就学前子どもが年齢の高い順から２人目のときは半額とし、年齢の高い順



から３人目以降のときは無料とする。この場合において、同年齢の小学校就

学前子どもが２人以上の場合は、そのうち１人とする。 

４ 別表において、保護者の所得割の額が５７，７００円未満で、かつ、特定

被監護者等（子ども・子育て支援法施行令第１４条の２第１項に規定する特

定被監護者等をいう。以下同じ。）が２人以上いる場合の利用者負担金は、

前項の規定にかかわらず、当該特定被監護者等のうち小学校就学前子どもが

年齢の高い順から２人目のときは半額とし、年齢の高い順から３人目以降の

ときは無料とする。この場合において、同年齢の小学校就学前子どもが２人

以上の場合は、そのうち１人とする。 

５ 別表において、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が要保護者

等（子ども・子育て支援法施行令第４条第２項第６号に規定する要保護者等

をいう。）に該当する場合で、保護者の所得割の額が７７，１００円未満で、

かつ、特定被監護者等がいる場合の利用者負担金は、前２項の規定にかかわ

らず、当該特定被監護者等のうち小学校就学前子どもが年齢の高い順から１

人目のときは半額（ただし、３歳未満児のD６階層の場合は９，０００円とす

る。）とし、年齢の高い順から２人目以降のときは無料とする。この場合に

おいて、同年齢の小学校就学前子どもが２人以上の場合は、そのうち１人と

する。 

６ 第２項の利用者負担金の算定に当たっては、４月から８月までの場合は前

年度分の市町村民税額により、９月から翌年３月までの場合は当該年度分の

市町村民税額により算定するものとする。 

７ 市長は、納期限の１０日前までに保護者に保育料（利用者負担）納入通知

書（様式第１号）を送付するものとする。 

８ 東松山市保育園設置及び管理条例第１条に規定する保育園又は法附則第６

条第１項に規定する特定保育所を利用する小学校就学前子どもの保護者は、

第２項から第６項までの規定により定められた利用者負担金を毎月末日（末

日が東松山市の休日を定める条例（平成２年東松山市条例第４号）第１条第

１項に規定する市の休日（以下この項において「市の休日」という。）に当



たるときは、その直後の市の休日でない日）までに納入しなければならない。

ただし、１２月に係る利用者負担金は、１２月２５日（１２月２５日が市の

休日に当たるときは、その直後の市の休日でない日）までに納入しなければ

ならない。 

（利用者負担金の減免） 

第４条 市長は、保護者がその利用者負担金の全部又は一部を負担することが

できないと認めるときは、その利用者負担金の全部又は一部を免除すること

ができる。 

２ 前項の規定により利用者負担金の減免を受けようとする保護者は、利用者

負担金減免申請書（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を利用

者負担額変更通知書又は利用者負担金減免申請却下通知書（様式第３号）に

より当該申請者に通知するものとする。 

（利用者負担金の徴収） 

第５条 この規則に定めるもののほか、利用者負担金の徴収については、東松

山市会計規則（昭和５７年東松山市規則第１４号）の定めるところによる。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第３０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続

であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則

の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従

前の例による。 



３ この規則の施行の際、第１条の規定による改正前の東松山市情報公開条例

施行規則、第２条の規定による改正前の東松山市個人情報保護条例施行規則、

第４条の規定による改正前の東松山市職員駐車場使用規則、第６条の規定に

よる改正前の東松山市税に関する文書の様式を定める規則、第７条の規定に

よる改正前の東松山市分担金徴収条例施行規則、第８条の規定による改正前

の東松山市市民福祉センター条例施行規則、第９条の規定による改正前の中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、第１０条の規定による改正前

の東松山市生活保護法施行細則、第１１条の規定による改正前の東松山市こ

ども医療費支給に関する条例施行規則、第１２条の規定による改正前の東松

山市保育園設置及び管理条例施行規則、第１３条の規定による改正前の東松

山市特定教育・保育施設等利用者負担金額に関する規則、第１４条の規定に

よる改正前の東松山市家庭的保育事業等設置認可等規則、第１５条の規定に

よる改正前の東松山市保育施設の利用調整等に関する規則、第１６条の規定

による改正前の東松山市児童手当事務処理規則、第１７条の規定による改正

前の東松山市子ども手当事務処理規則、第１８条の規定による改正前の東松

山市平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく

子ども手当事務処理規則、第１９条の規定による改正前の東松山市放課後児

童クラブ条例施行規則、第２０条の規定による改正前の東松山市ひとり親家

庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第２１条の規定による改正前の

東松山市保育の必要性の認定基準等を定める条例施行規則、第２２条の規定

による改正前の東松山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確

認等及び業務管理体制に係る届出に関する規則、第２３条の規定による改正

前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、

第２４条の規定による改正前の東松山市基準該当障害福祉サービス及び基準

該当通所支援事業者の登録等に関する規則、第２５条の規定による改正前の

東松山市身体障害者福祉法施行細則、第２６条の規定による改正前の東松山

市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第２７条の規定によ



る改正前の東松山市障害者就労支援センター条例施行規則、第２８条の規定

による改正前の東松山市難病患者見舞金支給条例施行規則、第２９条の規定

による改正前の東松山市ホームヘルプサービス等手数料条例施行規則、第３

０条の規定による改正前の東松山市老人福祉法施行細則、第３１条の規定に

よる改正前の東松山市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第３２条の規

定による改正前の東松山市国民健康保険に関する規則、第３３条の規定によ

る改正前の東松山市国民健康保険税条例施行規則、第３４条の規定による改

正前の東松山市介護保険条例施行規則、第３５条の規定による改正前の東松

山市母子保健法施行細則、第３６条の規定による改正前の東松山市廃棄物の

処理及び清掃に関する条例施行規則、第３７条の規定による改正前の東松山

市空き地の環境保全に関する条例施行規則、第３８条の規定による改正前の

東松山市土砂等による土地の埋立て等及び不法投棄の規制に関する条例施行

規則、第３９条の規定による改正前の東松山のまちをみんなで美しくする条

例施行規則、第４０条の規定による改正前の東松山市化石と自然の体験館条

例施行規則、第４１条の規定による改正前の東松山市法定外公共物管理条例

施行規則、第４２条の規定による改正前の東松山市土地譲渡益重課税制度に

係る優良宅地認定事務規則、第４３条の規定による改正前の東松山市土地譲

渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務規

則、第４４条の規定による改正前の東松山市地区計画区域内における建築物

の緑化率の最低限度に関する条例施行規則、第４５条の規定による改正前の

東松山市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則、第４６条の規

定による改正前の東松山市土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付

に関する規則、第４７条の規定による改正前の東松山市ステーションビル管

理規則、第４８条の規定による改正前の東松山市箭弓町広場イベントスペー

ス使用規則、第４９条の規定による改正前の東松山都市計画東松山市下水道

事業受益者負担に関する条例施行規則、第５０条の規定による改正前の東松

山市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則、第

５１条の規定による改正前の東松山市知的障害者福祉法施行細則、第５２条



の規定による改正前の東松山市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則及

び第５３条の規定による改正前の東松山市障害児通所給付費等の支給等に関

する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所

要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成２８年７月５日規則第４１号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東松山市特定教育・保育施設等

利用者負担金額に関する規則の規定は、同年４月１日から適用する。 

附 則（平成２９年３月２３日規則第１０号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第２条中別表第１

及び様式第１号の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年７月２６日規則第３３号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東松山市特定教育・保育施設等

利用者負担金額に関する規則の規定は、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年６月４日規則第３２号） 

この規則は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表第１の規定

は、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年９月６日規則第４０号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東松山市特定教育・保育施設等

利用者負担金額に関する規則の規定は、平成３０年９月１日から適用する。 

附 則（令和元年９月３０日規則第１１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の東松山市特定教育・保育施設等利用者負担金額に

関する規則の規定は、令和元年１０月以後の月分の利用者負担金について適

用し、同年９月分までの利用者負担金については、なお従前の例による。 

附 則（令和２年２月２８日規則第３号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 



附 則（令和３年３月３１日規則第７３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の東松山市特定教育・保育施

設等利用者負担金額に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（令和５年９月２８日規則第３０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年３月２６日規則第１５号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、別表Aの項の改正規定

は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年５月９日規則第２０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 利用者負担金額（月額） 

階層 定義 保育必要量区

分が条例第４

条第１項第１

号 

保育必要量区

分が条例第４

条第１項第２

号 

A 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に

よる被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）による支援給付受給世帯並びに児童

福祉法第６条の３第８項に規定する小規模

住居型児童養育事業を行う者及び同法第６

円

０

円

０



条の４に規定する里親である保護者 

B A階層の世帯を除き市町村民税非課税世帯 ０ ０

C A階層の世帯を除いた市町村民税の課税世帯

であって、均等割のみの課税世帯 

６，８００ ６，７００

D１ A階層の世

帯 を 除 い

た 市 町 村

民 税 の 課

税 世 帯 で

あって、そ

の 所 得 割

の 額 の 区

分 が 次 の

区 分 に 該

当 す る 世

帯 

１円以上１２，０００円未満 ７，８００ ７，７００

D２ １２，０００円以上２７，０００

円未満 

８，７００ ８，６００

D３ ２７，０００円以上４８，６００

円未満 

１０，５００ １０，４００

D４ ４８，６００円以上５７，０００

円未満 

１３，５００ １３，３００

D５ ５７，０００円以上７３，０００

円未満 

１６，５００ １６，３００

D６ ７３，０００円以上８２，０００

円未満 

１９，５００ １９，２００

D７ ８２，０００円以上９７，０００

円未満 

２２，５００ ２２，２００

D８ ９７，０００円以上１１０，００

０円未満 

２６，７００ ２６，３００

D９ １１０，０００円以上１２５，０

００円未満 

３１，１００ ３０，６００

D １

０ 

１２５，０００円以上１４０，０

００円未満 

３５，６００ ３５，０００

D １

１ 

１４０，０００円以上１６９，０

００円未満 

４０，０００ ３９，４００

D １

２ 

１６９，０００円以上２００，０

００円未満 

４３，９００ ４３，２００

D １ ２００，０００円以上２５０，０ ４８，１００ ４７，３００



３ ００円未満 

D １

４ 

２５０，０００円以上３０１，０

００円未満 

５０，６００ ４９，８００

D １

５ 

３０１，０００円以上３４０，０

００円未満 

５２，４００ ５１，６００

D １

６ 

３４０，０００円以上３９７，０

００円未満 

５３，６００ ５２，７００

D １

７ 

３９７，０００円以上４２０，０

００円未満 

５５，２００ ５４，３００

D １

８ 

４２０，０００円以上４５０，０

００円未満 

５７，６００ ５６，７００

D １

９ 

４５０，０００円以上 ５９，５００ ５８，５００



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

 


